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厚生労働省医政局医薬産業振興・ 医療情報企画課 

 

 

医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に関する 相談窓口の設置及び協力依頼 

 

 

医薬品の安定供給につき ま し ては、 平素よ り 御尽力いただき 、 厚く 御礼申 

し 上げま す。  

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の感染拡大に伴い、 治療薬である 解熱鎮痛薬等

（ 咽頭痛治療薬ト ラ ネキサム酸、 鎮咳薬を 含む） の需要が増加する 一方、 製

造販売業者から の限定出荷が続いており ま す。  

こ れま でも 各自治体宛に、安定供給に向けた協力依頼を お願いし てき たと こ

ろですが、 一部の薬局（ 特に個店など 比較的小規模の薬局） 等においては、 解

熱鎮痛薬等がいま だに入手し づら い状況になっ ており ま す。  

厚生労働省と いたし ま し ては、日本医薬品卸売業連合会に対し て、発熱外来

や新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の患者を 受け入れている 医療機関やこ う し た医

療機関から の処方せんを 受け入れている 薬局において、解熱鎮痛薬等が不足し

ている 場合（ 注） には、 優先的に解熱鎮痛薬等を 供給し ていただける よ う お願い

を し たと こ ろです。  

それでも なお、 解熱鎮痛薬等が不足し ている 医療機関・ 薬局（ 注） がある 場合

は 、 厚 生 労 働 省 に 新 た に 相 談 窓 口 （ 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /newpage_ 29794. ht ml ） を 設置し て、 そのよ う な

医療機関・ 薬局から の相談を 受け付ける 予定ですのでお知ら せいたし ま す。  

 

（ 注） 発熱外来や新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の患者を受け入れている 医療機関やこ れら 医 

療機関の処方せんを受け付けている 薬局において、解熱鎮痛薬等の在庫が少なく 、平時 

に取引のある 卸売業者に連絡し ても 入手が困難であり 、 業務に支障を来たすと と も に 

患者にも 迷惑等を掛けてし ま う 恐れがある 場合 
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  相談窓口の設置に加え、 下記の事項につき ま し て、 貴管下関係医療機関、 薬 

局等へ周知いただき ま すよ う お願いいたし ま す。  

 

記 

 

 

１ ． 解熱鎮痛薬等について、 返品が生じ ないよ う 、 買い込みは厳に控えてい

ただき 、 当面の必要量に見合う 量のみの購入をお願いし たいこ と 。  

 

２ ． 解熱鎮痛薬と し て、 アセト アミ ノ フ ェ ン製剤だけでなく 、 代替薬と し て 

他の解熱鎮痛薬（ イ ブプロ フ ェ ン、 ロ キソ プロ フ ェ ンなど ） の使用につい 

ても 考慮し ていただき たいこ と 。  

 

３ ． 小児用のアセト アミ ノ フ ェ ン細粒やシロ ッ プ製剤の不足が生じ た場合に 

は、 必要に応じ 、 下記の例のよ う な対応についても 考慮し ていただき たい 

こ と 。  

①  ５ 歳以上で錠剤が服用でき る 患者への錠剤の使用 

②  必要に応じ て処方医と 薬剤師が相談の上、 錠剤を粉砕し 乳糖など で

賦形し て散剤と する など の調剤上の取組み 

   

４ ． 薬局におかれては、 必要と なった解熱鎮痛薬等について、 系列店舗や地 

域における 連携によ り 調整がつく 場合には、 でき る 限り 調整を し ていただ 

き たいこ と 。  
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